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独立行政法人経済産業研究所個人情報保護管理規程 

 
平成１７年４月１日

規 程 第 ３ ２ 号 

改正 平成１８年 ６月３０日 平成 18･ 6･29 独経研第 1 号 

改正 平成２３年 ３月３１日 平成 23･ 3･25 独経研第 9 号 

改正 平成２７年 ６月 ４日 平成 27･ 6･ 3 独経研第 4 号 

改正 平成２７年１０月 ９日 平成 27･10･ 5 独経研第 10 号 

改正 平成２８年 ３月２８日 平成 28･ 3･18 独経研第 6 号 

改正 平成３０年１２月１７日 平成 30･11･27 独経研第 1 号 

改正  令和 ４年 ４月  ５日 令和  4･ 4･ 1独経研第4号 
 

第１章 総則第

１節 通則 

（目的） 

第１条 この規程は、独立行政法人経済産業研究所（以下「研究所」という。）の保有する

個人情報について、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「法」と

いう。）の規定に基づき、基本的事項及び行政機関等匿名加工情報等（以下「匿名加工情報等」

という。）の適切な管理に必要な事項を定めることにより、研究所の事務及び事業の適正か

つ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 

 
（定義） 

第２条 この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の

各号のいずれかに該当するものをいう。 

一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的

な記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式をいう。次項第二号において同じ。）で作られる記録をいう。以下同

じ。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表され

た一切の事項（個人識別符号を除く。）をいう。以下同じ。）により特定の個人を識別

することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個

人を識別することができることとなるものを含む。） 

二 個人識別符号が含まれるもの 

２ この規程において、「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記

号その他の符号をいう。 

一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、 

番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもので、次

に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番

号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保
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護委員会規則で定める基準に適合するもの。 

ア 細胞から採取されたデオキシリボ核酸（別名ＤＮＡ）を構成する塩基の配列 

イ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によ 

って定まる容貌 

ウ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様 

エ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化

オ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様 

カ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まる

その静脈の形状 

キ 指紋又は掌紋 

二 次の個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割

り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁

的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若し

くは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は

記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行

を受ける者を識別することができるもの。 

ア 旅券法（昭和 26 年法律第 267 号）第６条第１項第一号の旅券番号 

イ 国民年金法（昭和 34 年法律第 141 号）第１４条に規定する基礎年金番号 

ウ 道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）第９３条第１項第一号の免許証の番

号 

エ 住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）第７条第十三号に規定する住民

票コード 

オ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 

（平成 25 年法律第 27 号）第２条第５項に規定する個人番号 

カ 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載

された個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号 

① 国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号）第９条第２項の被保険者証 

② 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）第５４条第３ 

項の被保険者証 

③ 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第１２条第３項の被保険者証 

キ その他前ア～カに準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める文

字、番号、記号その他の符号 

３ この規程において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯 
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罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益

が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして次に掲げる事項のいずれか

を内容とする記述等が含まれる個人情報をいう。（本人の病歴又は犯罪の経歴該当するも

のを除く）。 

一 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の個人情報保護委員会

規則で定める心身の機能の障害があること。 

二 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者（以下「医師等」という。） 

により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査（以下「健康

診断等」という。）の結果 

三 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、 本人

に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行わ

れたこと。 

四 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その 他

の刑事事件に関する手続きが行われたこと。 

五 本人を少年法（昭和 23 年法律第 168 号）第三条第一項に規定する少年又はその疑

いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関す

る手続きが行われたこと。 

４ この規程において「保有個人情報」とは、研究所の役員又は職員（非常勤職員及び派

遣労働者を含む。以下「職員等」という。）が職務上作成し、又は取得した個人情報であ

って、職員等が組織的に利用するものとして、研究所が保有しているものをいう。ただし、

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成 13 年法律第 140 号。以下「独

立行政法人等情報公開法」という。）第２条第２項に規定する法人文書（同項第四号に掲

げるものを含む。以下単に「法人文書」という。）に記録されているものに限る。 

５ この規程において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であ

って、次に掲げるものをいう。 

一 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検

索することができるように体系的に構成したもの 

二 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、

その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体

系的に構成したもの 

６ この規程において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定

の個人をいう。 

７ この規程において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報（他の情報と照

合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの（他の

情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができること

となるものを除く。）を除く。以下この項において同じ。）の区分に応じて当該各号に定め

る措置を講じて特定の個人を識別することができない（個人に関する情報について、当該
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個人に関する情報に含まれる記述等により、又は当該個人に関する情報が他の情報と照

合することができる個人に関する情報である場合にあっては他の情報（当該個人に関す

る情報の全部又は一部を含む個人情報その他の個人情報保護委員会規則で定める情報を

除く。）と照合することにより、特定の個人を識別することができないことをいう。）よう

に個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元するこ

とができないようにしたものをいう。 

一 第１項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除す

ること（当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他

の記述等に置き換えることを含む。）。 

二 第１項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を

削除すること（当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法に

より他の記述等に置き換えることを含む。）。 

８ この規程において「行政機関等匿名加工情報」とは、次の各号のいずれにも該当する

個人情報ファイルを構成する保有個人情報（他の情報と照合することができ、それにより

特定の個人を識別することができることとなるもの（他の情報と容易に照合することが

でき、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを除く。）を除く。

以下この項において同じ。）の全部又は一部（これらの一部に独立行政法人等情報公開法

第５条に規定する不開示情報（同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定す

る情報を含む。）が含まれているときは、当該不開示情報に該当する部分を除く。）を加工

して得られる匿名加工情報をいう。 

一 法第７５条第２項各号のいずれかに該当するもの又は同条第３項の規定により同 

条第１項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。 

二 研究所に対し、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている

法人文書の独立行政法人等情報公開法第３条の規定による開示の請求があったとし

たならば、研究所が次のいずれかを行うこととなるものであること。 

ア 当該法人文書に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決

定をすること。 

イ 独立行政法人等情報公開法第１４条第１項又は第２項の規定により意見書の提

出の機会を与えること。 

三 研究所の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、法第１１４

条第１項の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して

匿名加工情報を作成することができるものであること。 

９ この規程において「行政機関等匿名加工情報ファイル」とは、行政機関等匿名加工情報 

を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 

一 特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるよう 

に体系的に構成したもの 

二 前号に掲げるもののほか、特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索すること

ができるように体系的に構成したものとして施行令第６条定めるもの 
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10  この規程において「行政機関等匿名加工情報取扱事業者」とは、行政機関等匿名加工情

報ファイルを事業の用に供している者(ただし、国の機関、独立行政法人等、地方公共団

体、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号）第２条第１項に

規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。 

11 この規程において「行政機関等匿名加工情報等」とは、行政機関等匿名加工情報、 

行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別 

符号並びに法第１１４条第１項の規定により行った加工の方法に関する情報のことをいう。 

12 この規程において「担当」とは、独立行政法人経済産業研究所組織及び業務分掌規 

程（平成１３年４月１日規程第１５号。以下「組織規程」という。）第８条から第 

１０条に規定する担当をいう。 

 
（適用の範囲） 

第３条 研究所の保有する個人情報及び個人情報ファイルの取扱いは、法及びこの規程の

定めるところによる。 

 
（職員等の責務） 

第４条 職員等は、法の趣旨に則り、独立行政法人経済産業研究所情報セキュリティ管理

規程（平成３１年１月３１日規程第５８号。）、その他の情報セキュリティ関連規則の

規定に基づき、保有個人情報を取り扱わなければならない。 

 
第２節 管理体制等 

（総括個人情報保護管理者） 

第５条 総括個人情報保護管理者を１人置くこととし、組織規程第６条第六号に規定する

総務ディレクター（以下「総務ディレクター」という。）をもって充てる。 

２ 総括個人情報保護管理者は、研究所における保有個人情報及び匿名加工情報等（以下「保有 

個人情報等」という。）の管理に関する事務を総括する。 

 

（個人情報保護管理者） 

第６条 各担当に、個人情報保護管理者を１人置くこととし、組織規程第７条第４項に規

定するマネージャー（空席の場合は担当チーフ）をもって充てる。 

２ 個人情報保護管理者は、各担当における保有個人情報等の適切な管理を確保する。保有 

個人情報等を情報システムで取り扱う場合、個人情報保護管理者は、当該情報システムの

管理者と連携する。 

 
(個人情報保護担当者） 

第７条 個人情報保護管理者が個人情報保護担当者も兼務する。 

２ 個人情報保護担当者は、各担当における保有個人情報等の管理に関する事務を担当す

る。 
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（個人情報監査責任者） 

第８条 個人情報監査責任者を１人置くこととし、総務ディレクターをもって充てる。

２ 個人情報監査責任者は、保有個人情報等の管理の状況について監査する。 

 
（保有個人情報等の適切な管理のための決定、連絡、調整等） 

第９条 総括個人情報保護管理者は、保有個人情報等の管理に係る重要事項の決定、連絡、

調整等を行う必要があると認めるときは、関係役員を構成員とする定例会に諮り、承認を

得るものとする。 

 
（教育研修） 

第10条 総括個人情報保護管理者は、保有個人情報等の取扱いに従事する職員等に対し、保

有個人情報等の取扱いについて理解を深め、個人情報及び匿名加工情報等の保護に関する

意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行うものとする。 

２ 総括個人情報保護管理者は、保有個人情報等を取り扱う情報システムの管理に関する

事務に従事する職員等に対し、保有個人情報等の適切な管理のために、情報システムの

管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。 

３ 総括個人情報保護管理者は、個人情報保護管理者及び個人情報保護担当者に対し、各

担当の現場における保有個人情報等の適切な管理のための教育研修を実施する 。 

４ 個人情報保護管理者は、その所属する担当の職員等に対し、保有個人情報等の適切な

管理のために、総括個人情報保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与する

等の必要な措置を講ずる。 

 
第２章 保有個人情報等の管理 

第１節 個人情報の取得、利用等 

（個人情報の保有の制限等） 

第11条 職員等は、個人情報を保有するに当たっては、独立行政法人経済産業研究所法（平成 11

年法律第 200 号。以下「研究所法」という。）に定める業務を遂行するために必要な場合に

限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。 

２ 職員等は、前項の規定により特定された利用の目的（以下「利用目的」という。）の達

成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 

３ 職員等は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると

合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 

 
（利用目的の明示） 

第12条 職員等は、本人から直接書面（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録（以下「電磁的記録」という。）を含む。） に

記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本
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人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 

一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき 

二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その

他の権利利益を害するおそれがあるとき 

三 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団

体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

あるとき 

四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき 
 
 

（利用目的以外の目的のための利用及び提供の制限） 

第 13条 個人情報保護管理者は、法第６９条第１項又は第２項の規定に基づき、保有個

人情報等を利用目的以外の目的のために利用し、又は提供しようとする場合は、あらか

じめ、総括個人情報保護管理者に通知しなければならない。 

 
（保有個人情報等の提供） 

第14条 個人情報保護管理者は、法第６９条第２項第三号又は第四号の規定に基づき、保有

個人情報等を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報等の提供

を受ける者に対し、提供に係る保有個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講ず

ることを求めるとともに、その利用しようとする保有個人情報等に関する次に掲げる事

項について、書面で確認するものとする。 

一 記録範囲及び記録項目 

二 利用目的 

三 利用形態 

四 その他必要と認める事項 

２ 個人情報保護管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、実地の調査

等を行い措置状況を確認し、改善要求等の措置を講ずる。 

 

（匿名加工情報等の提供） 

第15条 個人情報保護管理者は、法第１０７条第３項の規定により、法令に基づく場合を除き、

利用目的以外の目的のために匿名加工情報及び削除情報（保有個人情報に該当するものに限

る。）を自ら利用し、又は提供してはならない。 

２ 個人情報保護管理者は、法第１０７条第１項及び第１１３条の規定（第１１６条の規

定により第１１３条の規定を準用する場合を含む。）により、匿名加工情報の利用に関

する契約を締結した者（以下「契約相手方」という。）から法第１１０条第２項第七号

の規定に基づき当該契約相手方が講じた匿名加工情報の適切な管理に支障を及ぼすおそ

れがある旨の報告を受けたときは、直ちに総括個人情報保護管理者に報告するととも

に、当該契約相手方がその是正のために講じた措置を確認しなければならない。 
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（業務の委託等） 

第16条 保有個人情報等の取扱いに係る業務又は作成に係る業務を外部に委託（請負を含

む。以下同じ。）する場合には、個人情報及び匿名加工情報等の適切な管理を行う能力を

有しない者を選定することがないよう、その委託先が個人情報及び匿名加工情報等の取

扱いについての内部規程を有するか否かを確認する等必要な措置を講じなければならな

い。 

２ 委託に関する契約書には、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任

者等の管理及び実施体制、個人情報及び匿名加工情報等の管理の状況についての検査に

関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。 

一 個人情報及び匿名加工情報等に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務 

二 再委託（再委託先が委託先の子会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第１ 

項第三号に規定する子会社をいう。）である場合も含む。本号及び６において同 

じ。） の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項 

三 個人情報及び匿名加工情報等の複製等の制限に関する事項 

四 個人情報及び匿名加工情報等の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事

項 

五 委託終了時における個人情報及び匿名加工情報等の消去及び媒体の返却に関する

事項 

六 違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項 

３ 保有個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する業務に係る

保有個人情報等の秘匿性等その内容やその量等に応じて、委託先における管理体制及び

実施体制や個人情報及び匿名加工情報等の管理の状況について、少なくとも年１回以上、

原則として実地検査により確認する。 

４ 委託先において、保有個人情報等の取扱いに係る業務又は作成に係る業務が再委託さ

れる場合には、委託先に第 2 項の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る保有

個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて又は委託元自らが前項の措置

を実施する。保有個人情報等の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場

合以降も同様とする。 

５ 保有個人情報等を提供又は業務委託する場合には、漏えい等による被害発生のリスク

を低減する観点から、提供先の利用目的、委託する業務の内容、保有個人情報等の秘匿

性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講

ずる。 

６ 保有個人情報等の取扱いに係る業務又は作成に係る業務を派遣労働者によって行わせ

る場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報及び匿名加工情報等の取扱い

に関する事項を明記しなければならない。 

 
第２節 保有個人情報等における安全の確保等 
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（保有個人情報等の管理区分） 

第17条 総括個人情報保護管理者は、保有個人情報等の漏えい、滅失又はき損の防止その

他の保有個人情報等の適切な管理のために、独立行政法人経済産業研究所情報セキュリ

ティ対策基準における情報の分類（格付）表にて定義されている情報の格付に基づき、

以下のように管理するよう職員等に教育する。 

一 保有個人情報等は、秘匿性を有し、漏えいした場合、重大な支障が生じるおそれ

があるため、厳重に管理することが適当なものとして、施錠管理もしくは個人情報保

護フォルダにて管理を義務づける。 

二 保有個人情報等であって、本人の数が千人を越えるもの及びこれに準ずる管理が

適当と判断されるものは、法第７５条の規定に従い、個人情報ファイル簿を作成し、

公表する。 

２ 総括個人情報保護管理者は、保有個人情報等について、次に掲げる内容に関する保有個

人情報の取扱い方法を別に定めるものとする。 

一 保有個人情報等保護のアクセス制限に関すること

二 保有個人情報等の複製等の制限に関すること 

三 保有個人情報等が記録された媒体の管理等に関すること

四 保有個人情報等の廃棄等に関すること 

３ 総括個人情報保護管理者は、前項の規定により定めた保有個人情報等の取り扱い方法

について、必要があると認めるときは、その見直し等を行う。 

 
（アクセス制限） 

第18条 個人情報保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人

情報等にアクセスする権限を有する職員等の範囲と権限の内容を、当該職員等が業務を

行う上で必要最小限の範囲に限る。 

２ アクセス権限を有しない職員等は、保有個人情報等にアクセスしてはならない。 

３ 職員等は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有個人

情報等にアクセスしてはならない。 

 
（複製等の制限） 

第19条 職員等が業務上の目的で保有個人情報等を取り扱う場合であっても、個人情報保護管

理者は、次に掲げる行為については、当該保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当

該行為を行うことができる場合を限定し、職員等は、個人情報保護管理者の指示（口頭での指示

を含む。）に従い行う。 

一 保有個人情報等の複製 

二 保有個人情報等の送信 

三 保有個人情報等が記録されている媒体の外部への送付又は持出し 

四 その他保有個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為 
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（誤りの訂正等） 

第20条 職員等は、保有個人情報等の内容に誤り等を発見した場合には、個人情報保護管理

者の指示に従い、訂正等を行わなければならない。 

 
（媒体の管理等） 

第21条 職員等は、個人情報保護管理者の指示に従い、保有個人情報等が記録されている媒体

を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管、

施錠等を行う。 

 
（廃棄等） 

第22条 職員等は、保有個人情報等又は保有個人情報等が記録されている媒体（端末及びサー

バに内蔵されているものを含む。）が不要となった場合には、個人情報保護管理者の指示

に従い、当該保有個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は

当該媒体の廃棄を行う。 

 
（保有個人情報等の取扱状況の記録） 

第23条 職員等は、保有個人情報等を含む情報資産について、情報資産管理台帳に明記しなけ

ればならない。 

 
第３節 情報システムにおける安全の確保等 

（アクセス制御） 

第24条 個人情報保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、パスワード 
等（パスワード、ＩＣカード、生体情報等をいう。以下同じ。）を使用して権限を識別す

る機能（以下「認証機能」という。）を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を

講ずる。 

２ 個人情報保護管理者は、前項の措置を講ずる場合には、パスワード等の管理に関する

定めを整備（その定期又は随時の見直しを含む。）するとともに、パスワード等の読取防

止等を行うために必要な措置を講ずる。 

 
（アクセス記録） 

第25条 個人情報保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人

情報等へのアクセス状況を記録し、その記録（以下「アクセス記録」という。）を一定の

期間保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置を講ずる。 

２ 個人情報保護管理者は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必

要な措置を講ずる。 

 
（アクセス状況の監視） 

第26条 個人情報保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容及びその量に応じて、当該
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保有個人情報等への不適切なアクセスの監視のため、保有個人情報等を含むか又は 含む

おそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告 表示

がなされる機能の設定、当該機能の定期的確認等の必要な措置を講ずる。 

 
（管理者権限の設定） 

第27条 個人情報保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、情報システム

の管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の

防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずる。 

 
（外部からの不正アクセスの防止） 

第28条 個人情報保護管理者は、保有個人情報等を取り扱う情報システムへの外部からの不正

アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講

ずる。 

 
（不正プログラムによる漏えい等の防止） 

第29条 個人情報保護管理者は、不正プログラムによる保有個人情報等の漏えい、滅失又はき

損の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログ

ラムの感染防止等に必要な措置（導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを

含む。）を講ずる。 

２ 職員等は、保有個人情報等について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場 
合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去する。

個人情報保護管理者は、当該保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、随時、消去等の

実施状況を重点的に確認する 。 

 
（暗号化） 

第30条 個人情報保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、その暗号化の

ために必要な措置を講ずる。 

２ 職員等は、その処理する保有個人情報等について、当該保有個人情報等の秘匿性等その

内容に応じて、適切に暗号化を行う 。 

 
（入力情報の照合等） 

第31条 職員等は、情報システムで取り扱う保有個人情報等の重要度に応じて、入力原票と入

力内容との照合、処理前後の当該保有個人情報等の内容の確認、既存の保有個人情報等と

の照合等を行わなければならない。 

 
（バックアップ） 

第32条 個人情報保護管理者は、保有個人情報等の重要度に応じて、バックアップを作成し、

分散保管するために必要な措置を講ずる。 
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（情報システム設計書等の管理） 

第33条 個人情報保護管理者は、保有個人情報等に係る情報システムの設計書、構成図等の文

書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を

講ずる。 

 
（端末の限定） 

第34条 個人情報保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行

う端末を限定するために必要な措置を講ずる。 

 
（端末の盗難防止等） 

第35条 個人情報保護管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施

錠等の必要な措置を講ずる。 

２ 職員等は、個人情報保護管理者が必要があると認めるときを除き、端末を外部へ持ち

出し、又は外部から持ち込んではならない。 

 
（第三者の閲覧防止） 

第36条 職員等は、端末の使用に当たっては、保有個人情報等が第三者に閲覧されること 
がないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必

要な措置を講ずる。 

 
（記録機能を有する機器・媒体の接続制限） 

第37条 個人情報保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人

情報等の漏えい、滅失又はき損の防止のため、スマートフォン、ＵＳＢメモリ等の記録機

能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限（当該機器の更新への対応を

含む。）等の必要な措置を講ずる。 

 
（入退管理） 

第38条 個人情報保護管理者は、保有個人情報等を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置す

る室その他の区域（以下「情報システム室等」という。）に立ち入る権限を有する者を定

めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合

の職員等の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持

ち出しの制限又は検査等の措置を講ずる。また、保有個人情報等を記録する媒体を保管す

るための施設を設けている場合においても、必要があると認めるときは、同様の措置を講

ずる。 

２ 個人情報保護管理者は、必要があると認めるときは、情報システム室等の出入口の特定

化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずる。 

３ 個人情報保護管理者は、情報システム室等及び保管施設の入退の管理について、必要
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があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する

定めの整備（その定期又は随時の見直しを含む。）、パスワード等の読取防止等を行うため

に必要な措置を講ずる。 

 
（情報システム室等の管理） 

第39条 個人情報保護管理者は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置、

警報装置、監視設備の設置等の措置を講ずる。 

２ 個人情報保護管理者は、災害等に備え、情報システム室等に、耐震、防火、防煙、防

水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止

等の措置を講ずる。 

 
第３章 個人情報ファイルの管理 

（個人情報ファイルの保有等に関する事前通知） 

第40条 個人情報保護管理者は、その所属する部門において、個人情報ファイル（法第７４ 条

第２項に規定する個人情報ファイルを除く。）を保有しようとするときは、あらかじ 

め、総括個人情報保護管理者に法第７４条第１項各号に掲げる事項を通知しなければなら

ない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。 

法第７４条第２項に規定する「個人情報ファイル」とは、次に掲げるものをいう。 

一  当該機関の職員等又は職員等であった者に係る個人情報ファイルであって、専ら

その人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するも

の（当該機関が行う職員等の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。） 

二  専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル 

三  前項の規定による通知に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全

部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記

録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの 

四 一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル 

五 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記

録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所

その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの 

六 職員等が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人

情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの 

七 本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイル 

八 前各号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファ

イル 

九 法第６０条第２項第２号に係る個人情報ファイル 

                                                                      

（個人情報ファイル簿の作成及び公表） 

第41条 総括個人情報保護管理者は、前条の規定に基づき通知を受けた個人情報ファイルにつ
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いて、様式第１に定める個人情報ファイル簿を作成しなければならない。 

２ 総括個人情報保護管理者は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これ

を研究所の事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、研究所のホームページに

掲載することにより公表しなければならない。 

 
（匿名加工情報の利用提案の募集、作成、提供等） 

第41条の２ 総括個人情報保護管理者は、法第１０９条の規定に基づき、研究所の保有している

個人情報ファイルについて、毎年度一回以上、開始の日から３０日以上の期間を定めて、

法第１１０条第１項の提案を募集するものとする。 

２ 総括個人情報保護管理者は、法第１１０条第１項の提案があったときは、法第１１２条

の規定に基づき審査しなければならない。 

３ 総括個人情報保護管理者は、前項の審査を経て、当該提案が別に定める基準に適合する 
と認められるときは、法第１１４条の規定に基づき行政機関等匿名加工情報を作成し、

当該提案を行った者との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結するこ

とができるものとする。 

４ 前項の契約に当たっては、契約相手方より手数料を徴収するものとする。 

５ 総括個人情報保護管理者は、第３項の規定により契約を締結した者が次の各号のいず

れかに該当するときは、当該契約を解除することができる。 

一 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。 

二 法第１１１条各号に定める欠格事由のいずれかに該当することとなったとき。 

三 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。 

６ 前各項に定める提案の募集、審査、契約等に係る手続等及び手数料の額については総務

ディレクターが別に定める。 

 
第４章 安全確保上の問題への対応 

（事案の報告及び再発防止措置） 

第42条 保有個人情報等の漏えい等安全確保の上で問題となる事案又は問題となる事案の発生

のおそれを認識した場合に、その事案等を認識した職員等は、直ちに当該保有個人情報を

管理する個人情報保護管理者に報告する。 

２ 個人情報保護管理者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講

ずる。ただし、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のＬ

ＡＮケーブルを抜くなど、被害拡大防止のため直ちに行いうる措置については、直ちに行

う（職員等に行わせることも含む。）ものとする 。 

３ 個人情報保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、総括個人情報保

護管理者に報告する。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに総括個人

情報保護管理者に当該事案の内容等について報告する。 

４ 総括個人情報保護管理者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容

等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を理事長に速やかに報告する。 
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５ 総括個人情報保護管理者は、事案の内容等に応じて、事案の内容、経緯、被害状況等

について、法第68条第1項により個人情報保護委員会に報告するとともに、経済産業省に

対して、速やかに情報提供を行う 。 

６ 個人情報保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置

を講ずる。 

 
（公表等） 

第43条 事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る保有

個人情報等の本人への対応等の措置を講ずる。 

２ 公表を行う事案については、当該事案の内容、経緯、被害状況等について、総務省に

対して、速やかに情報提供を行う。 

 

第５章 監査及び点検の実施 

（監査） 

第44条 個人情報保護監査責任者は、保有個人情報等の適切な管理を検証するため、第２ 章か

ら第４章に規定する措置の状況を含む管理の状況について、保有個人情報等の管理の状

況については、定期的に監査を行い、又は必要に応じ随時に監査を行い、その結果を総括

個人情報保護管理者に報告するものとする。 

 
（点検） 

第45条 個人情報保護管理者は、自ら管理責任を有する保有個人情報等の記録媒体、処理経路、

保管方法等について、定期に及び必要に応じ随時に点検を行い、必要があると認めるときは、

その結果を総括個人情報保護管理者に報告するものとする。 

 
（評価及び見直し） 

第46条 総括個人情報保護管理者・個人情報保護管理者等は、保有個人情報等の適切な管理の

ための措置について、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から保有個人情報

等の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等

の措置を講ずる。 

 
第６章 経済産業省との連携 

第47条 研究所は、「個人情報の保護に関する基本方針」（平成 16 年 4 月 2 日閣議決定） ４を

踏まえ、研究所を所管する経済産業省と緊密に連携して、その保有する個人情報の適切な管

理を行う。 

 
第７章 補則 

（細則） 

第48条 総括個人情報保護管理者は、この規程の実施に必要な細則を定めることができる。 
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附  則 （平成１７・３・３１独経研第２号） 

この規程は、平成 17 年４月１日から施行する。 

 

附  則 （平成１８・６・２９独経研第１号） 

この規程は、平成 1８年７月１日から施行する。 

 
附  則（平成２３・３・２５独経研第９号） 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附  則（平成２７・６・３独経研第４号） 

この規程は、平成２７年６月４日から施行する。 

 

附  則（平成２７・１０・５独経研第１０号） 

この規程は、平成２７年１０月９日から施行する。 
 

附  則（平成２８・３・１８独経研第６号） 

この規程は、平成２８年３月２８日から施行する。 
 

附  則（平成３０・１１・２７独経研第１号） 

この規程は、平成３０年１２月１７日から施行する。 
 

附 則 （令和４・４・１独経研第４号） 

 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 
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様式第１（第４１条関係）  
個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 
 

独立行政法人等の名称 独立行政法人経済産業研究所 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

 

個人情報ファイルの利用目的 
 

記録項目  

記録範囲  

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

 

記録情報の経常的提供先  

 
 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名  称 ) 
総務グループ 情報公開・個人情報保護担当 

(所在地) 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

経済産業省別館１１階 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

 

 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第６０条第２項第一号 

（電算処理ファイル） 

 

 

□法第６０条第２項第二号 

（マニュアル処理ファイル） 
 

 

法第７４条第２項第１０号

に該当する ファイル

 □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

 

個人情報ファイルが法第６０
条第３項第二号ロに該当する
場合には、意見書の提出機会が
与えられる旨 
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行政機関等匿名加工情報の概
要 

 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

 

 
備 考 

 

 


